


 

 

志戸前川直轄地すべり防止工事の公表用設計書について 

※適用歩掛は、令和 5年度治山林道必携（林野庁、以下必携）および令和 5年度土木工事標準積算基準書（国交省、以下赤本）を使用しております。 

 

※トンネル本体に適用する歩掛りは、赤本のトンネル工「小断面トンネル工（NATM）」を基本としています。 

 

※岩区分 DⅢは DⅡを準用するものとしている。 

 

※標準歩掛では設計掘削断面積よりも適用断面積が大きいため、本来はそのまま使用できないので歩掛最小断面積を準用し現在参考歩掛を示しています。 

 

※電力は、商用電力が使用できないため、発電機を用いて供給するものとし冬期の工事中断や保守経費なども考慮し、賃料で計上しています。ただし、設

備の設置撤去労務費は、掘削工等に含まれるため、計上しておりません。坑内配電線路は商用電力を用いないことから低圧ケーブルとしています。 

 接続する機械台数は、最大 9台接続となることから、10 台以下（10 回路）とし電力設備の使用期間は 3年未満を選択しております。 

 

※公表用設計書で、「見積活用方式対象」と記載のある単価表は参考歩掛を表記したものである。工事費の算出に当たっては、後日送付する「採用見積参

考資料」を適用してください。 

上記の対象工種は、基本的に、設計断面に対応した機械に変更が必要な工種とし、「掘削等」、「ずり出し」、「フォアポーリング工」の電力費用（発

動発電機運転単価）を含めたものとして下さい。 

 

※「鉄筋工」については、市場単価の条件（クレーン使用）では実行できないため、積み上げで計上しております。また、トンネル坑内作業となるため、

本工事積算については労務区分をトンネル内労務区分として取扱っております。 

 

※共通仮設費の「安全費」ついては、必携記載のトンネル工事における呼吸用保護具に要する 1工事当たりの総労務費記載の総労務費の取扱いは本工事に

ついては、トンネル世話役、トンネル特殊工、トンネル作業員の労務費に加えて切羽監視責任者と技術指導員も含んだ合計額で算出しております。 

 

※当工事の直接工事費に計上している「鋼材処分費」及び「汚泥」については必携記載の処分費等の取扱いに準じた間接工事費の積算をしております。 
























































































































































































































































































































































































































































































































